
政
令
第
二
百
八
号

関
税
定
率
法
施
行
令
及
び
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費

税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

グ
ロ
ー
バ
ル
戦
闘
航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｇ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
政
府
間
機
関
の
設
立
に
関
す
る
条
約
第
三
十
五
条
⑵
の
規
定
に

該
当
す
る
貨
物

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。



第
十
三
条
第
五
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
闘
航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｇ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
政
府
間
機
関
の
設
立
に
関
す
る
条
約
の
効
力
発
生
の
日

か
ら
施
行
す
る
。


